
平成２１年度一般会計当初予算説明資料
２款 総務費

４項 市町村振興費 自治振興課（内線：７１６７）

２目 自治振興費 （単位：千円）
財 源 内 訳

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比 較 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(財産収入)

市町村交付金 278,000 496,006 △218,006 19,646 258,354

事業内容の説明

１ 事業の目的

市町村の自主性を活かした施策展開を支援するとともに、県・市町村を通じた事務手続きの

省力化を図る。

２ 主な事業内容

市町村交付金の制度上の問題点として、県と市町村の関わりが薄れてきている等の意見を踏

まえ、県と市町村が連携して実施する必要性が高い分野については、市町村交付金から外出

しし、担当部局が所管する目的別交付金を創設する。併せて対象事業及び配分方法の見直しも

行い、制度を３年間延長する。

○市町村交付金（企画部所管）の継続 ２７８,０００千円

○目的別交付金の創設 合計

・防災・危機管理対策市町村交付金（防災局所管） ３０,０００千円 ４９６,７９２千円

・市町村子育て応援交付金（福祉保健部所管） ３８,７９２千円

・しっかり守る農林基盤交付金（農林水産部所管）１５０,０００千円

３ 制度の仕組み〔根拠規定：鳥取県市町村交付金条例〕

（１）交付金の対象

○国、県等の他の補助金を受けていない事業（別紙）の一般財源

○職員人件費（非常勤職員、臨時的任用職員は除く）は対象外

（２）交付率

交付金対象事業費の１／２以内

（３）配分方法

○交付金総額の９０％を最低保証額として各市町村に配分

→最低保証額は、財政割（標財規模、財政力指数を勘案）、均等割、人口割で構成

○最低保証額を超過した部分については、調整交付額（交付金総額の１０％）を最低保証額

を超える事業を実施した市町村の当該超過部分であん分して配分

【配分方法の見直し】

・交付金総額に占める最低保証額の割合が７５％と低いことから、年度当初に歳入見込を

たてにくいため、最低保証額の割合を９０％に引き上げる。

・人口規模を勘案すべきとの市町村の意見を踏まえ、最低保証額の算定に１５％の人口割

を導入する。

（４）実施期間

現行の鳥取県市町村交付金条例は平成２１年３月３１日で失効するため、失効期限を平成

２４年３月３１日まで延長する。
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